
（別添１） 

 

○ 一般労働者の男女間所定内給与格差（時間当たり）の推移 

 

 

（備考） 

１．出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。 

２．男性一般労働者の１時間当たり平均所定内給与額を 100 として、各区分の１時間あたり平均

所定内給与額の水準を算出したものである。 

 

 



（別添２） 

 

○ 産業別男女間所定内給与格差（時間当たり） 

 

区  分 
男女間所定内給与格差 

（時間当たり） 

産業計 ６９．０ 

鉱業 ６３．１ 

建設業      ６６．７ 

製造業 ６１．０ 

電気・ガス・熱供給・水道業 ７１．１ 

情報通信業 ７２．４ 

運輸業 ７６．６ 

卸売・小売業 ６３．６ 

金融・保険業 ５７．８ 

不動産業 ６７．３ 

飲食店、宿泊業 ７０．７ 

医療、福祉 ６８．０ 

教育、学習支援業 ６７．８ 

複合サービス事業 ６６．１ 

サービス業（他に分類されないもの） ７０．０ 

 

出所：厚生労働省「平成 20 年賃金構造基本統計調査」より作成。 

それぞれの産業における男性一般労働者の１時間当たり平均給与内給与額を１

００として、各産業の女性一般労働者の１時間当たり平均所定内給与額の水準

を算出したもの 



○ 職種別男女間所定内給与格差（時間当たり） 

 

区  分 男女間所定内給与格差（時間当たり） 

化学分析員 72.2 

薬剤師 83.2  

臨床検査技師 87.2 

理学療法士、作業療法士 97.3  

福祉施設介護員 90.7 

各種学校・専修学校教員 89.1  

個人教師､塾･予備校講師 79.1  

デザイナー 77.2  

電子計算機オペレーター 75.5  

百貨店店員 75.2  

販売店員（百貨店店員を除く。） 74.8  

理容・美容師 86.2  

洗たく工 81.8  

調理士 74.7  

調理士見習 82.2  

給仕従事者 79.0  

娯楽接客員 86.4  

金属検査工 71.5 

陶磁器工 73.5  

機械検査工 63.3  

通信機器組立工 69.1  

プリント配線工 67.2  

軽電機器検査工 66.8 

パン・洋生菓子製造工 78.3  

織布工 68.5  

ビル清掃員 74.5  

用務員 78.5  

出所：厚生労働省「平成 20 年賃金構造基本統計調査」より作成。 

※１ 以下の基準を満たす職種を抽出し、男女間の所定内給与の格差を算出。 

・労働者数が５千人以上である職種 

・労働者の男女比が３０～７０％の範囲内である職種 

・男女間の勤続年数の差が５年未満の職種 

※２ ※１の職種においては、生産工程・労務関連職種を除き、男女間の賃金格差は、７０％～９

０％強となっている。 

（別添３） 
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労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める

事項に関し、事業主が適切に対処するための指針（平成１８年厚生労

働省告示第６１４号）

第１ はじめに

この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に

関する法律（以下「法」という。）第１０条第１項の規定に基づき、法第

５条から第７条まで及び第９条第１項から第３項までの規定に定める事項

に関し、事業主が適切に対処することができるよう、これらの規定により

禁止される措置として具体的に明らかにする必要があると認められるもの

について定めたものである。

第２ 直接差別

１ 雇用管理区分

第２において、「雇用管理区分」とは、職種、資格、雇用形態、就業

形態等の区分その他の労働者についての区分であって、当該区分に属し

ている労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を

行うことを予定して設定しているものをいう。雇用管理区分が同一か否

かについては、当該区分に属する労働者の従事する職務の内容、転勤を

含めた人事異動の幅や頻度等について、同一区分に属さない労働者との

間に、客観的・合理的な違いが存在しているか否かにより判断されるも

のであり、その判断に当たっては、単なる形式ではなく、企業の雇用管

理の実態に即して行う必要がある。

例えば、採用に際しては異なる職種として採用していても、入社後

は、同一企業内の労働者全体について、営業や事務など様々な職務を経

験させたり同一の基準で人事異動を行うなど特に取扱いを区別すること

なく配置等を行っているような場合には、企業全体で一つの雇用管理区

分と判断することとなる。

２ 募集及び採用（法第５条関係）

(1) 法第５条の「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又

は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者とな

ることを勧誘することをいう。

なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
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件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２条第１号に

規定する労働者派遣のうち、いわゆる登録型派遣を行う事業主（同法

第５条第１項の許可を受けた者をいう。）が、派遣労働者になろうと

する者に対し登録を呼びかける行為及びこれに応じた者を労働契約の

締結に至るまでの過程で登録させる行為は、募集に該当する。

法第５条の「採用」とは、労働契約を締結することをいい、応募の

受付、採用のための選考等募集を除く労働契約の締結に至る一連の手

続を含む。

(2) 募集及び採用に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲

げる措置を講ずることは、法第５条により禁止されるものである。た

だし、１４の(1)のポジティブ・アクションを講ずる場合について

は、この限りではない。

イ 募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除す

ること。

（排除していると認められる例)

① 一定の職種（いわゆる「総合職」、「一般職」等を含む。）や

一定の雇用形態（いわゆる「正社員」、「パートタイム労働者」

等を含む。）について、募集又は採用の対象を男女のいずれかの

みとすること。

② 募集又は採用に当たって、男女のいずれかを表す職種の名称を

用い(対象を男女のいずれかのみとしないことが明らかである場

合を除く。)、又は「男性歓迎」、「女性向きの職種」等の表示

を行うこと。

③ 男女をともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受

付や採用の対象を男女のいずれかのみとすること。

④ 派遣元事業主が、一定の職種について派遣労働者になろうとす

る者を登録させるに当たって、その対象を男女のいずれかのみと

すること。

ロ 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

（異なるものとしていると認められる例）

募集又は採用に当たって、女性についてのみ、未婚者であるこ

と、子を有していないこと、自宅から通勤すること等を条件とし、

又はこれらの条件を満たす者を優先すること。

ハ 採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、そ

の方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
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（異なる取扱いをしていると認められる例）

① 募集又は採用に当たって実施する筆記試験や面接試験の合格基

準を男女で異なるものとすること。

② 男女で異なる採用試験を実施すること。

③ 男女のいずれかについてのみ、採用試験を実施すること。

④ 採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の

継続就労の希望の有無等一定の事項について女性に対してのみ質

問すること。

ニ 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。

（男女のいずれかを優先していると認められる例）

① 採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男女のい

ずれかを優先して採用すること。

② 男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して、募集するこ

と。又は、設定した人数に従って採用すること。

③ 男女のいずれかについて採用する 低の人数を設定して募集す

ること。

④ 男性の選考を終了した後で女性を選考すること。

ホ 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男

女で異なる取扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）

① 会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかの

みとし、又は資料の内容、送付時期等を男女で異なるものとする

こと。

② 求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象

を男女のいずれかのみとし、又は説明会を実施する時期を男女で

異なるものとすること。

３ 配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）（法第６条第１号関係）

(1) 法第６条第１号の「配置」とは、労働者を一定の職務に就けること

又は就いている状態をいい、従事すべき職務における業務の内容及び

就業の場所を主要な要素とするものである。

なお、配置には、業務の配分及び権限の付与が含まれる。また、派

遣元事業主が、労働者派遣契約に基づき、その雇用する派遣労働者に

係る労働者派遣をすることも、配置に該当する。

法第６条第１号の「業務の配分」とは、特定の労働者に対し、ある
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部門、ラインなどが所掌している複数の業務のうち一定の業務を割り

当てることをいい、日常的な業務指示は含まれない。

また、法第６条第１号の「権限の付与」とは、労働者に対し、一定

の業務を遂行するに当たって必要な権限を委任することをいう。

(2) 配置に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置

を講ずることは、法第６条第１号により禁止されるものである。ただ

し、１４の(1)のポジティブ・アクションを講ずる場合については、

この限りではない。

イ 一定の職務への配置に当たって、その対象から男女のいずれかを

排除すること。

（排除していると認められる例）

① 営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定

型的な事務処理業務を内容とする職務、海外で勤務する職務等一

定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみと

すること。

② 時間外労働や深夜業の多い職務への配置に当たって、その対象

を男性労働者のみとすること。

③ 派遣元事業主が、一定の労働者派遣契約に基づく労働者派遣に

ついて、その対象を男女のいずれかのみとすること。

④ 一定の職務への配置の資格についての試験について、その受験

資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。

ロ 一定の職務への配置に当たっての条件を男女で異なるものとする

こと。

（異なるものとしていると認められる例）

① 女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達した

こと又は子を有していることを理由として、企画立案業務を内容

とする職務への配置の対象から排除すること。

② 男性労働者については、一定数の支店の勤務を経た場合に本社

の経営企画部門に配置するが、女性労働者については、当該一定

数を上回る数の支店の勤務を経なければ配置しないこと。

③ 一定の職務への配置に当たって、女性労働者についてのみ、一

定の国家資格の取得や研修の実績を条件とすること。

④ 営業部門について、男性労働者については全員配置の対象とす

るが、女性労働者については希望者のみを配置の対象とするこ

と。
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ハ 一定の職務への配置に当たって、能力及び資質の有無等を判断す

る場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをするこ

と。

（異なる取扱いをしていると認められる例）

① 一定の職務への配置に当たり、人事考課を考慮する場合におい

て、男性労働者は平均的な評価がなされている場合にはその対象

とするが、女性労働者は特に優秀という評価がなされている場合

にのみその対象とすること。

② 一定の職務への配置の資格についての試験の合格基準を、男女

で異なるものとすること。

③ 一定の職務への配置の資格についての試験の受験を男女のいず

れかに対してのみ奨励すること。

ニ 一定の職務への配置に当たって、男女のいずれかを優先するこ

と。

（優先していると認められる例）

営業部門への配置の基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性

労働者を優先して配置すること。

ホ 配置における業務の配分に当たって、男女で異なる取扱いをする

こと。

（異なる取扱いをしていると認められる例)

① 営業部門において、男性労働者には外勤業務に従事させるが、

女性労働者については当該業務から排除し、内勤業務のみに従事

させること。

② 男性労働者には通常の業務のみに従事させるが、女性労働者に

ついては通常の業務に加え、会議の庶務、お茶くみ、そうじ当番

等の雑務を行わせること。

へ 配置における権限の付与に当たって、男女で異なる取扱いをする

こと。

（異なる取扱いをしていると認められる例)

① 男性労働者には一定金額まで自己の責任で買い付けできる権限

を与えるが、女性労働者には当該金額よりも低い金額までの権限

しか与えないこと。

② 営業部門において、男性労働者には新規に顧客の開拓や商品の

提案をする権限を与えるが、女性労働者にはこれらの権限を与え

ず、既存の顧客や商品の販売をする権限しか与えないこと。

ト 配置転換に当たって、男女で異なる取扱いをすること
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（異なる取扱いをしていると認められる例）

① 経営の合理化に際し、女性労働者についてのみ出向の対象とす

ること。

② 一定の年齢以上の女性労働者のみを出向の対象とすること。

③ 女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由

として、通勤が不便な事業場に配置転換すること。

④ 工場を閉鎖する場合において、男性労働者については近隣の工

場に配置するが、女性労働者については通勤が不便な遠隔地の工

場に配置すること。

⑤ 男性労働者については、複数の部門に配置するが、女性労働者

については当初に配置した部門から他部門に配置転換しないこ

と。

４ 昇進（法第６条第１号関係）

(1) 法第６条第１号の「昇進」とは、企業内での労働者の位置付けにつ

いて下位の職階から上位の職階への移動を行うことをいう。昇進に

は、職制上の地位の上方移動を伴わないいわゆる「昇格」も含まれ

る。

(2) 昇進に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置

を講ずることは、法第６条第１号により禁止されるものである。ただ

し、１４の(1)のポジティブ・アクションを講ずる場合については、

この限りではない。

イ 一定の役職への昇進に当たって、その対象から男女のいずれかを

排除すること。

（排除していると認められる例）

① 女性労働者についてのみ、役職への昇進の機会を与えない、又

は一定の役職までしか昇進できないものとすること。

② 一定の役職に昇進するための試験について、その受験資格を男

女のいずれかに対してのみ与えること。

ロ 一定の役職への昇進に当たっての条件を男女で異なるものとする

こと。

（異なるものとしていると認められる例）

① 女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達した

こと又は子を有していることを理由として、昇格できない、又は
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一定の役職までしか昇進できないものとすること。

② 課長への昇進に当たり、女性労働者については課長補佐を経る

ことを要するものとする一方、男性労働者については課長補佐を

経ることなく課長に昇進できるものとすること。

③ 男性労働者については出勤率が一定の率以上である場合又は一

定の勤続年数を経た場合に昇格させるが、女性労働者については

これらを超える出勤率又は勤続年数がなければ昇格できないもの

とすること。

④ 一定の役職に昇進するための試験について、女性労働者につい

てのみ上司の推薦を受けることを受験の条件とすること。

ハ 一定の役職への昇進に当たって、能力及び資質の有無等を判断す

る場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをするこ

と。

（異なる取扱いをしていると認められる例）

① 課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものと

すること。

② 男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされ

ている場合には昇進させるが、女性労働者については特に優秀と

いう評価がなされている場合にのみその対象とすること。

③ ＡからＥまでの５段階の人事考課制度を設けている場合におい

て、男性労働者については 低の評価であってもＣランクとする

一方、女性労働者については 高の評価であってもＣランクとす

る運用を行うこと。

④ 一定年齢に達した男性労働者については全員役職に昇進できる

ように人事考課を行うものとするが、女性労働者についてはその

ような取扱いをしないこと。

⑤ 一定の役職に昇進するための試験について、男女のいずれかに

ついてのみその一部を免除すること。

⑥ 一定の役職に昇進するための試験の受験を男女のいずれかに対

してのみ奨励すること。

ニ 一定の役職への昇進に当たり男女のいずれかを優先すること。

（優先していると認められる例）

一定の役職への昇進基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性

労働者を優先して昇進させること。
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５ 降格（法第６条第１号関係）

(1) 法第６条第１号の「降格」とは、企業内での労働者の位置付けにつ

いて上位の職階から下位の職階への移動を行うことをいい、昇進の反

対の措置である場合と、昇格の反対の措置である場合の双方が含まれ

る。

(2) 降格に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置

を講ずることは、法第６条第１号により禁止されるものである。

イ 降格に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。

（男女のいずれかのみとしていると認められる例）

一定の役職を廃止するに際して、当該役職に就いていた男性労働

者については同格の役職に配置転換をするが、女性労働者について

は降格させること。

ロ 降格に当たっての条件を男女で異なるものとすること。

（異なるものとしていると認められる例）

女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由と

して、降格の対象とすること。

ハ 降格に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その

方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）

① 営業成績が悪い者について降格の対象とする旨の方針を定めて

いる場合に、男性労働者については営業成績が 低の者のみを降

格の対象とするが、女性労働者については営業成績が平均以下の

者は降格の対象とすること。

② 一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選

定するに当たり、人事考課を考慮する場合に、男性労働者につい

ては 低の評価がなされている者のみ降格の対象とするが、女性

労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は降

格の対象とすること。

ニ 降格に当たって、男女のいずれかを優先すること。

（優先していると認められる例）

一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定

するに当たって、男性労働者よりも優先して、女性労働者を降格の

対象とすること。


